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重点的なテーマの取り組みと活動計画（案） 
 
 

公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図る
ため、以下の重点的なテーマを各発注機関がより一層、取り組むも
のとする。 

また、重点的なテーマの推進にあたり、国・県は「発注者支援メ
ニュー」等を活用しながら市町村支援を積極的に行うものとする。 

 

１．全国統一指標に基づく目標設定と目標達成の取り組み 

○ 公共工事の品質確保および建設業者の担い手確保のためには、発注者

と受注者が適正な価格で工事契約を締結し、工事に従事する者の賃金や

労働条件・環境が改善されるよう配慮することは発注者の責務である。 

このため、工事発注において、特に重要となる「適切な予定価格の設

定」、「適切な設計変更」、「施工時期の平準化」について、各発注機関が

全国統一指標の現状を確認し、目標設定と目標達成に向けた取り組みを

行うものとする。 

 

２．適切な工期設定 

○ 働き方改革の重要項目となる休日の確保、週休２日が確保できる環境

整備や施工時期の平準化を推進するには適切な工期設定が必須である。 

このため、各発注機関は自らの工期設定の状況を把握し、適切な工期

設定が出来るよう取り組むものとする。 

 

３．発注見通しの統合化の推進 

○ 発注者は、受注者にとって計画的かつ効率的な人材の配置、資機材の活

用を行いやすい環境が整えられるように、平成 30 年度内中に各発注機関

の発注見通しを統合化し、公表するものとする。 

 

 



昨年度の取り組み昨年度の取り組み

「発注関係事務に関する支援メニュー※」の主要項目
・総合評価審査委員会への委員派遣
・職員研修への地方自治体職員の受講受け入れ
・総合評価関係事務の演習講習会
・改正品確法等及び発注関係事務説明会
・ガイドライン（生産性向上）等説明会
・直轄工事検査への臨場受け入れ
・公共工事の発注関係事務相談キャラバン
・相談窓口の開設
・営繕部・港湾空港部の支援メニュー
・（参考）北陸農政局の支援メニュー

平成２９年度 北陸ブロック発注者協議会 （昨年度の取り組み）
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平成２９年度の重点的なテーマ

「平成２９年度 北陸ブロック発注者協議会」
の開催

「平成２９年度 北陸ブロック発注者協議会
（県部会）」の実施

「平成３０年度 北陸ブロック発注者協議会」
の開催

平成30年6月7日

平成29年8月

「平成２９年度 北陸ブロック発注者協議会
（幹事会）」の開催

平成30年2月15日

平成29年5月30日

・ 新潟県部会 （平成29年8月24日）
・ 富山県部会 （平成29年8月21日）
・ 石川県部会 （平成29年8月7日）

「ワーキンググループ」の実施平成29年9月～10月

・ 新潟県ＷＧ （平成29年9月21日）
・ 富山県ＷＧ （平成29年10月2日）
・ 石川県ＷＧ （平成29年10月10日）

「
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」に
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村
支
援

「
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国
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一
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」の
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「
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し
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合
」の
推
進

適
切
な
工
期
設
定
に
よ
る
週
休
二
日
の
推
進「発注関係事務相談キャラバン」の実施平成29年11月

19市町村に訪問
・ 新潟県内（11月6日,8日,13日,28日） ： 11市町村
・ 富山県内（11月15日,21日） ： 4市町村
・ 石川県内（11月15日,27日） ： 4市町

※ 〔別冊〕 資料参照



◆ 「全国統一指標」の取り組み
１．適正な予定価格の設定
２．適切な設計変更
３．施工時期等の平準化

◆ 「全国統一指標」の取り組み
１．適正な予定価格の設定
２．適切な設計変更
３．施工時期等の平準化

全国統一指標に基づく目標設定と
目標達成の取り組み

全国統一指標に基づく目標設定と
目標達成の取り組み

（目的）
第一条 この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活
の実現及びその安全の確保、環境の保全（良好な環境の創出を含む。）、自立的で個性豊かな
地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益で
あることに鑑み、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の責務、基本方針の策定等
その担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する
基本的事項を定めることにより、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民
の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第三条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤と
なる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地方公共
団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来
の国民のために確保されなければならない。

10 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事の受注者のみならず下請負人及びこれらの者
に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ公共工事の品質確保において重要な役割を
果たすことに鑑み、公共工事における請負契約（下請契約を含む。）の当事者が各々の対等な
立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負代金で締結し、その請負代金を
できる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事に従事する
者の賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければ
ならない。

公共工事の品質確保の促進に関する法律

（平成17年法律第18号 ⇒ 一部改正：平成26年6月4日公布・施行）
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品確法改正の背景・目的

建設投資の減少

技術と経営に優れた業者
の評価・選別と持続可能

性確保の必要性

適正価格による
受注の必要性

将来にわたっての
インフラの品質が
確保できるか
自然災害の頻発
社会資本の老朽化

利益率減により真
面目に頑張ってき
た業者が減少

業者が職人・機械
を手放し、施工力
が低下

中長期的な人材・体制
確保の必要性

インフラを維持でき
るか

インフラの維持を
担う能力のある業
者が減少
人材・体制不足

品質悪化の懸念ダンピング受注

担い手の中長期的な育成・確保
（適正利潤が確保できる予定価格）
多様な入札及び契約の方法
（若手の育成、総合評価落札方式 等）

品確法の改正

平成２６年６月
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ICT技術の全面的な活用
→ ICT土工
規格の標準化（Co工）
→ プレキャスト化
施工時期の平準化
→ 債務負担行為、繰越 等

品確法に基づく建設生産システム

適正な利潤
（適切な設計変更）

品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正

公共工事の品質確保の促進 担い手の中長期的な育成・確保の実現

生産性の向上

工事（建設現場）

企業 技術者（技能者）

契約相手を選定

工事成績での加点
表彰での加点
工事成績での加点
表彰での加点

縫合評価落札方式

快適トイレ
→ 設置を基本
週休２日の促進
→ モデル工事の試行
安全衛生
→ 安全な現場

現場環境の改善

資格取得
→ 技術研鑚
若手・女性技術者活躍の
場の拡大
→ 担当技術者の育成

給料（保険）・休暇良質なインフラ

工事成績評定

国
民

予定価格の
適正な設定
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5

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

発
注
段
階

① 予定価格の適正な設定
受注者への適正な利潤を確保
適正な工期を前提、 最新の積算基準・単価

① 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活
用

適切な入札契約方式を選択
（総合評価落札方式の活用）

② 歩切りの根絶
歩切りは品確法（第７条第１項第１号）に違反、
行わない。

② 発注や施工時期の平準化
債務負担行為、余裕期間の設定、繰越（翌債）、
発注時期の調整

入
札

③ 低入札価格調査基準又は最低制限価格
の設定・活用の徹底等（ダンピング受注防止）

低入札価格調査制度、最低制限価格制度の適
切な活用。予定価格は、原則として事後公表。

③ 入札不調・不落時の見積り活用

標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合は、
見積りを活用し予定価格を適切に見直す。

工
事

④ 適切な設計変更
設計変更ガイドラインの活用

④ 受注者との情報共有、協議の迅速化
三者会議、ワンデーレスポンス、４点セットの活用

そ
の
他

⑤ 適切な技術検査・工事成績評定等
各種技術検査、工事成績評定制度の活用

⑤ 完成後一定期間を経過した後における施工状況
の確認・評価

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において
施工状況の確認及び評価を実施する。

⑥ 発注者間の連携体制の構築
地域発注者協議会、市町村等支援

「⑥ 発注者間の連携体制の構築」については、「各部会、ＷＧの開催」、「発注
見通しの公表」で実施している。

「⑤ 完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価」については、
今後検討する。
北陸独自の取組みとして、「工事施工の円滑化４点セット」の活用を項目に追加。

北陸管内の国、県、市町村、特殊法人等29機関で構成される「北陸ブロック発注者協議会」では、運用指針
に基づき、下記項目に取り組むこととしている。

「発注関係事務の運用に関する指針」に基づく 具体的な取組内容 （工事）

：「全国統一指標」対象取組項目

◆全国統一指標

◆平成２９年度

【 適正な予定価格の設定 】
指標（１）：最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況（見積り等の活用）
指標（２）：単価の更新頻度

【 適切な設計変更 】
指標（３）：設計変更ガイドラインの策定・活用状況
指標（４）：設計変更の実施工事率

【 施工時期等の平準化 】
指標（５）：平準化率

・平成29年度末に各機関の指標値把握とその結果を公表

・全国的に一層の発注関係事務の改善に取り組むためには、自らの発注関係事務について客観的な状況を把握できる
指標の設定が有効

・重点項目を選定し、取り組むことが効果的

＜重点項目＞

「全国統一指標」の取り組み
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◆今後の計画

・各発注機関の状況を把握した後、全国統一指標に基づく目標設定及び指標の活用策等を検討



H28.2
「北陸ブロック発注者協議会 幹事会」において運用指針に基づき、積算、設計
変更、平準化、技術検査や工事成績評定等の取り組み状況を収集

H28.8～ 北陸ブロック発注者協議会の構成機関に全国統一指標（案）を意見照会

H29.2 「北陸ブロック発注者協議会 幹事会」で、全国統一指標の導入を提示

H30.3 「北陸ブロック発注者協議会」等で、各機関の取り組み状況を確認・公表

以降 必要な連携や各種支援を実施しながら、目標設定、指標等の活用策を検討

H29.5 「北陸ブロック発注者協議会」で、全国統一指標の導入を決定

「発注関係事務の運用に関する指針」に”必ず実施すべき事項”、”実施に努め
る事項”を位置付けH27.1

「全国統一指標」の取り組み （進め方）
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全国統一指標の状況（機関別一覧表）

H30 a a b a b a a b a a a a a a b b b a b b b b b a b a b b b a a b a a a a b a a a b a b a a a b b b a b b b a a a b b a a b b a b a b b b a a b b b b a b a a b

H30 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

H29 a a a b c a a b a a a a a a b a a a b b b b b a a a a b b b b b b b b b b c b b b b b a a b a b b b b b a b b b b b b a b b a b b b a b a a a b b b b b b c a

H29

H29 a d - e - e c a d a a c b d e d e d d ＊ c b e e d ＊ e c d c e b ＊ ＊ ＊ ＊ a ＊ ＊ ＊ e ＊ ＊ b d d e d e b b e c d e e d d b c e d e e e e b e d e e ＊ e c ＊ e e ＊ e

H28 b d d d a e c a a a a b b d d e e c c ＊ c d e e e ＊ e c e e c c ＊ ＊ ＊ ＊ c ＊ ＊ ＊ e ＊ ＊ c c c e d c b c c c a b e e e c b c c c c e e d d e d e ＊ e e ＊ b d ＊ d

H29 a c - e - e c a a a a c b b d c c c c ＊ b b e d e ＊ e a b c d c ＊ ＊ ＊ ＊ d ＊ ＊ ＊ e ＊ ＊ b c b e c e a a d b c e e d c a b e e d b e e c e c c e ＊ e e ＊ e e ＊ e

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ③ ④ ② ① ③ ① ③ ④ ① ① ① ① ① ① ④ ④ ④ ④ ③ ④ ④ ④ ③ ④ ④ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ② ② ① ② ② ② ② ② ④ ② ② ④ ① ② ④ ①

◆〔出典〕各指標(案)の評価データ ◇〔凡例〕CORINSの活用状況

(1).最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況（見積等の活用）：北陸ブロック発注者協議会調べ（H29.12） (4).設計変更の実施工事率：CORINSデータ（H28実績） ①.500万円以上の工事を登録（国土交通省・県と同等金額）

(2).単価の更新頻度：北陸ブロック発注者協議会調べ（H29.12） (5).平準化率(件数ベース・金額ベース)：CORINSデータ（H28実績） ②.1000万円以上の工事を登録

(3).改正品確法を踏まえた設計変更ガイドラインの策定・活用状況：入契法調査（H28実績） 「＊」の市町村は、CORINS登録が工事の共通仕様書などでルール化されていないため、指標値の算出ができない項目。 ③.2500万円以上の工事を登録

④.CORINS登録のルールを適用していない

e
平準化率：年度の平均稼働件数・金額と4
～6月期の平均稼働件数・金額※との比率

　対象：契約金額500万円以上の工事

  稼働件数：当該月に工期が含まれるもの

　稼働金額：最終契約金額（工期中のもの
は当初契約金額）を工期月数
で除した金額を足し合わせた
もの

※4～6月期が閑散期（最も数値が低い3ヶ
月間）とならない場合は、連続する4ヶ月間
で最も低い平均値となる期間の値を分子と
することができる。

【金額】【件数】
ａ ： 平準化率0.9以上
ｂ ： 平準化率0.9～0.8
ｃ ： 平準化率0.8～0.7
ｄ ： 平準化率0.7～0.6
ｅ ： 平準化率0.6以下
- ： 対象工事無し 金

額
ベ
ー

ス

CORINSの登録状況◇

e e ＊ e e ＊b e e e e ＊e d e b e ec e e e c cd e e d d e＊ c e e e ec ＊ ＊ ＊ e ＊d e ＊ ＊ ＊ ＊e ＊ e e e de ＊ c c e eb e d d e ed a a a a db e e e a e

施
工
時
期
等
の
平
準
化

(5)
平準化率

定義 指標分類（案）

件
数
ベ
ー

ス

H28

＊ d bb b a bc c c c c d＊ ＊ a ＊ ＊ ＊ c

当該年度に発注した工事（請負金額500万
円以上の工事）のうち、設計変更を行った
工事（精算変更含む）の比率

ａ ： 変更率75%以上
ｂ ： 変更率50～75%
ｃ ： 変更率25～50%
ｄ ： 変更率0～25%
ｅ ： 設計変更を行っていない

b b b ＊ b cb b b b b cb d b b b bc ba＊ ＊ ＊ ＊ a ＊b a b a a aa a a a b ＊a b a b a ＊a a a a a ad d d b a a

c a
関係機関協議、用地、安全対策、環境対策
等の工程や請負金額に影響のある内容に
ついて条件明示をし、条件の変更があった
場合には、変更内容に基づき、変更を行っ
ているか。

ａ ： ガイドラインを策定・活用し、これに
　　 基づき設計変更を実施
ｂ ： 設計変更ガイドラインは未策定だが、
　　 必要に応じて設計変更を実施
ｃ ： 設計変更を実施 していない

(4)
設計変更の
実施工事率

定義 指標分類（案）

H28 a a

b b b b b bb a b a a ba b b a b bb b b b b bb b b b b bc b a a b ab b c b b bb b b b b ba a a a b ba b b b b ba a a b a aa a b a a aH28 a a a b c

使用する資材・材料の単価の更新・確認頻
度。

※対象は、物価資料に掲載のあるものとす
る。

ａ ： 最新単価（１ヶ月以上経過したもので
　　 も最新であれば該当）
ｂ ： ３ヶ月以内
ｃ ： ６ヶ月以内
ｄ ： １２ヶ月以内
ｅ ： それ以上

適
切
な
設
計
変
更

(3)
改正品確法
を踏まえた
設計変更ガ
イドラインの
策定・活用

状況

定義 指標分類（案）

a d a a a a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a a a a aa a

a a b
・最新の積算基準：1年※1以内に更新されて
いる積算基準
 （※1営繕の場合は2年）

・基準範囲外（小規模土工など）の際の 対
応状況：見積等により積算する要領を整備
し運用している。

ａ ： 最新の積算基準を適用し、かつ、基準
　　 範囲外の場合の要領※2を整備し活用
ｂ ： 最新の積算基準を適用しているが、基
　　 準範囲外の場合の要領※2は整備して
　　 いない
ｃ ： その他

     （※2 基準以外に一定のルールを定めている場
合を含む）

(2)
単価の

更新頻度

定義 指標分類（案）

H29 a

b b b b a ba b b b a ab a b b a bb a b b b bb b b a b bb a b a a aa a b a a ab b a b a ab a b a b bb a b b b ba a a a b bb a a b a a

能
登
町

適
正
な
予
定
価
格
の
設
定

(1)
最新の積算
基準の適用
状況　及び
基準対象外
の際の対応
状況（見積
等の活用）

定義 指標分類（案）

H29 a a b a

津
幡
町

内
灘
町

志
賀
町

宝
達
志
水
町

中
能
登
町

穴
水
町

羽
咋
市

か
ほ
く
市

白
山
市

能
美
市

野
々
市
市

川
北
町

金
沢
市

七
尾
市

小
松
市

輪
島
市

珠
洲
市

加
賀
市

射
水
市

舟
橋
村

上
市
町

立
山
町

入
善
町

朝
日
町

氷
見
市

滑
川
市

黒
部
市

砺
波
市

小
矢
部
市

南
砺
市

刈
羽
村

関
川
村

粟
島
浦
村

富
山
市

高
岡
市

魚
津
市

弥
彦
村

田
上
町

阿
賀
町

出
雲
崎
町

湯
沢
町

津
南
町

阿
賀
野
市

佐
渡
市

魚
沼
市

南
魚
沼
市

胎
内
市

聖
籠
町

信
越
自
然
環
境

事
務
所

鉄
道
・
運
輸
機
構

大
阪
支
社

村
上
市

燕
市

糸
魚
川
市

妙
高
市

五
泉
市

上
越
市

柏
崎
市

新
発
田
市

小
千
谷
市

加
茂
市

十
日
町
市

見
附
市

実
施
項
目

指標（案）◆ 定義と指標分類（案）

国・特殊法人等

新
潟
県

新潟県内(30市町村)

富
山
県

富山県内(15市町村)

石
川
県

東
日
本
高
速
道
路

(

株

）

新
潟
支
社

中
日
本
高
速
道
路

（
株

）

金
沢
支
社

福
井
県

（
農
林
水
産
部

）

新
潟
市

長
岡
市

三
条
市

石川県内(19市町村)

北
陸
地
方
整
備
局

北
陸
農
政
局

北
陸
信
越
運
輸
局

第
九
管
区

海
上
保
安
本
部

金
沢
国
税
局

北
陸
財
務
局

関
東
森
林
管
理
局

 8



「全国統一指標」の取り組み （H29年度実績、H30年度計画）

【 適正な予定価格の設定 】
（１）最新の積算基準の適用状況

及び基準対象外の際の対応状況

【 適正な予定価格の設定 】
（１）最新の積算基準の適用状況

及び基準対象外の際の対応状況

（２）単価の更新頻度（２）単価の更新頻度

9

ａ ： 最新の積算基準を適用し、かつ、基準範囲外の場合の※要領を整備し活用
ｂ ： 最新の積算基準を適用しているが、基準範囲外の場合の※要領は整備していない
ｃ ： その他

ａ ： 最新単価（１ヶ月以上経過したものでも最新であれば該当）
ｂ ： ３ヶ月以内
ｃ ： ６ヶ月以内
ｄ ： １２ヶ月以内
ｅ ： それ以上

「全国統一指標」の取り組み （H28年度実績、H29年度実績）

【 適切な設計変更 】
（３）改正品確法を踏まえた設計変更

ガイドラインの策定・活用状況

【 適切な設計変更 】
（３）改正品確法を踏まえた設計変更

ガイドラインの策定・活用状況

（４）設計変更の実施工事率（４）設計変更の実施工事率

10

ａ ： 変更率75%以上
ｂ ： 変更率50～75%
ｃ ： 変更率25～50%
ｄ ： 変更率0～25%
ｅ ： 設計変更を行っていない

ａ ：指針を策定し、活用している。
ｂ ：指針を策定していないが設計変更を実施している。
ｃ ： 設計変更を実施 していない。

※H29年度実績は、
国土交通本省にて集計中

※H29年度実績は、
国土交通本省にて集計中



「全国統一指標」の取り組み （H28年度実績、H29年度実績）

【 施工時期等の平準化 】
（５）平準化率（件数）

【 施工時期等の平準化 】
（５）平準化率（件数） （５）平準化率（金額）（５）平準化率（金額）

ａ：平準化率0.9以上
ｂ：平準化率0.9～0.8
ｃ：平準化率0.8～0.7
ｄ：平準化率0.7～0.6
ｅ：平準化率0.6以下 11

ａ：平準化率0.9以上
ｂ：平準化率0.9～0.8
ｃ：平準化率0.8～0.7
ｄ：平準化率0.7～0.6
ｅ：平準化率0.6以下

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H2
6.

04

H2
7.

04

H2
8.

04

H2
9.

04

（件） 月ごとの稼動件数 4-6月期月平均稼動件数 年度内月平均稼動件数

月ごとの稼働件数ベース

「全国統一指標」の取り組み （H26年度～H29年度実績）

H2
6.

4

H2
7.

4

H2
8.

4

H2
9.

4

H3
0.

3

Ｈ２７年度Ｈ２６年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

※新潟県、富山県、石川県を施工箇所とし、コリンズに登録のある全ての発注機関のデータを元に作成 12
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10,000

20,000
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40,000
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90,000

100,000
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04

H2
7.
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H2
8.
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H2
9.
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（百万円） 月ごとの稼動金額 4-6月期月平均稼動金額 年度内月平均稼動金額

月ごとの稼働金額ベース

「全国統一指標」の取り組み （H26年度～H29年度実績）

13

H2
6.

4

H2
7.

4

H2
8.

4

H2
9.

4

H3
0.

3

Ｈ２７年度Ｈ２６年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

※新潟県、富山県、石川県を施工箇所とし、コリンズに登録のある全ての発注機関のデータを元に作成

発注関係事務の改善を促進するための指標の活用策とは

発注者の体制等に応じた目安となる水準を示し、各発注者による目標設定

「全国統一指標」を踏まえた目標設定

14



発注者の積算との乖離が大きく、入札の不調・不落が発生している工事、または過去において同種工
事に不調・不落が発生するなど、不調・不落となる恐れが高い工事において、予定価格の作成にあたり
競争参加者の見積もりを活用する取り組みを開始

標準積算

予定価格の作成

乖離 （実勢価格と標準積算）

・個別の現場条件が反映しきれない。

・実勢価格の変化が激しい。

など・・・

乖離部分と想定される項目
の見積を求める。

算
反映

・見積書の平均的なものを採用積 算

◆見積り活用方式

対象工事：標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられる工事
対象工種：直接工事費及び共通仮設費の積み上げ部分

◆対象工事及び工種

「全国統一指標」 適正な予定価格の設定（見積り活用方式）

15

「全国統一指標」 適正な予定価格の設定（単価決定ルール）

北陸地方整備局の単価決定フロー

16

出典：北陸地方整備局
積算基準書（労務賃金・材料単価） 平成３０年度



「全国統一指標」 適切な設計変更（土木工事設計変更ガイドライン）

出典：北陸地方整備局ＨＰ
＜http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html＞

17

18

「全国統一指標」 適切な設計変更（土木工事設計変更ガイドライン）



19

「全国統一指標」 適切な設計変更（土木工事設計変更ガイドライン）

閑散期

平準化された稼働件数（金額）

現状 繁忙期

（
稼
働
件
数
）

（
稼
働
金
額
）

施工時期の平準化により、
資機材・人材の効率的な
活用
労働環境の改善
生産性の向上

20

（時間（月））

現状では、4～6月が閑散
期、年末・年度末が工期
末の工事が多く、繁忙期
となっている。
年間を通じた資機材・労
働力確保による生産性
の向上を図るため、施工
時期の平準化が必要。

①債務負担行為
②繰越制度の手続き
③早期発注の手続き

等の活用

平準化
イメージ

（
稼
働
件
数
）

（
稼
働
金
額
）

（時間（月））

「全国統一指標」 施工時期等の平準化



適切な工期設定適切な工期設定



準備・後片付け期間の見直し

○ 準備に要する期間は、主たる工種区分毎に以下に示す準備・後片付け期間を最低限必要な
日数とし、工事規模や地域の状況に応じて設定する。（通年維持工事は除く）

準備期間 後片付け期間

工種区分 現在の設定 最低必要日数 現在の設定 最低必要日数

河川工事 30～40 日 40 日 15～30 日

20日

河川・道路構造物工事 30～50 日 40 日 15～30 日

海岸工事 30～40 日 40 日 15～30 日

道路改良工事 30～50 日 40 日 15～20 日

共同溝等工事 30～70 日 80 日 15～20 日

トンネル工事 30～90 日 80 日 15～30 日

砂防・地すべり等工事 15～40 日 30 日 15～30 日

鋼橋架設工事 30～150 日 90 日 15～20 日

ＰＣ橋工事 30～90 日 70 日 15～20 日

橋梁保全工事 30～50 日 60 日 15～20 日

舗装工事（新設工事） 30～50 日 50 日 15～20 日

舗装工事（修繕工事） 30～40 日 60 日 15～20 日

道路維持工事 30～50 日 50 日 15～20 日

河川維持工事 30～50 日 30 日 15～30 日

電線共同溝工事 30～50 日 90 日 15～20 日

今
回
追
加

適切な工期設定 （準備・後片付け期間の見直し）

21

工期設定支援システム

工期設定支援システムの主な機能

工程表作成支援システム（イメージ）

① 歩掛毎の標準的な作業日数を自動算出
② 雨休率、準備・後片付け期間の設定
③ 工種単位で標準的な作業手順による工程を自動作成
④ 工事抑制期間の設定
⑤ 過去の同種工事と工期日数の妥当性のチェック

○ 工期設定に際し、歩掛毎の標準的な作業日数や、標準的な作業手順を自動で算出する工期設
定支援システムを作成

○ 平成29年度より維持工事を除き原則的に全ての工事で適用

適切な工期設定 （工期設定支援システム）

22



過去の同種工事の実績と比較し妥当性をチェック

工期設定支援システム

・設定した工期を、過去の実績（H21-25竣工工事）から作成した標準工期と比較し、現在設定している工期の妥当性
を確認

・標準工期と比較し、10%以上工期が短い場合は工程の妥当性を再確認

例：道路改良工事（直接工事費：1億円）において
工期設定支援システムを用いて工期を〇日を設定

再確認 工期として設定

標準工期の－１0%以上標準工期の－１0%以下

過去の実績（H21-25竣工工事）から作成した標準
工期と自動的に比較

0

200

400

600

800

1000

1200

100万 1千万 1億 10億 100億

実績工期（日）

直接工事費

工期実績
標準工期
標準工事（-10%）

-10％以上でOK

適切な工期設定 （工期設定支援システム）

23

工期設定支援システム適切な工期設定 （公共営繕）

24



新潟県【H29.12.01】
週休２日取得モデル工事

富山県【H30.04.01】
週休２日制モデル工事

石川県【H30.04.01】
いしかわ土日おやすみモデル工事

新潟市【H30.04.01】
週休２日取得モデル工事

工期
設定

発注時は積算基準（県版）の標準
工事日数表より算出し、発注後に
受発注者で付与日数を決定

県で設定した標準工期試算式（工
種ごと）を用いて工期を設定

準備期間30～90日、後片付け20日、
不稼働率1.9

発注後に受発注者で付与日数を決
定

入札
段階

モデル工事である旨を特記仕様書
に明示

モデル工事である旨を特記仕様書
に明示

モデル工事である旨を特記仕様書
に明示

モデル工事である旨を特記仕様書
に明示

契約後
段階

施工計画書等の提出時に取得が
確認できる工程表を提出

施工計画書提出までに休暇取得計
画を提出（毎月履行報告時も提出）

施工計画書等の提出時に取得が
確認できる工程表を提出

施工計画書等の提出時に取得が
確認できる工程表を提出

間接費
の補正

達成（現場閉所・4週8休相当）でき

た場合、共通仮設費、現場管理費
を補正

達成率（現場閉所・4週8休達成週
／総週）80％で共通仮設費、現場
管理費を補正

達成（現場閉所・4週8休相当)でき

た場合、労務費、機械経費（賃料）、
共通仮設費、現場管理費を補正

達成（現場閉所・4週8休相当）でき

た場合に共通仮設費、現場管理費
を補正

成績
評価

達成(現場閉所・4週8休相当)でき
た場合に評価
未達成の場合でもペナルティ無し

達成率（現場閉所・4週8休相当)達
成週／総週）80％以上で評価。
未達成の場合でもペナルティ無し

達成(現場閉所・4週8休相当)でき
た場合に評価
未達成の場合でもペナルティ無し

達成(現場閉所及び代理人等4週8
休相当)できた場合に評価
未達成の場合でもペナルティ無し

対象数 未定 ５０件程度 １００件程度 ４０件程度

休日の確保に向けて「建設現場における週休２日の取り組みモデル工事」試行（案）

標準型 工程共有強化型

　工期設定
　積算基準書に基づく

　　 ※工期算定支援システム活用を原則

　入札段階 　工期の設定根拠を特記仕様書で提示

　契約後段階
　・施工条件確認部会と工程調整部会の開催を必須

　・工程共有表（ＣＣＳ等）に休日計画・実績を明記
　同左

　同左（加えて、工程調整部会を

　　　　　１回／月以上開催）

　間接費の補正

　・4週8休以上を達成の場合、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管

理費を補正し、請負代金額を変更

　・4週8休に満たないものは、補正なし

　　                          【4週8休≦】

　成績評価
　・達成（現場閉所・4週8休以上）できた場合に評価

　・受注者の責により確保できない場合は、実施状況に応じて減点を行う

　対象数 　10件程度 　200件程度 　20件程度

　・達成（現場閉所・4週8休以上）できた場合に評価

　・未達成の場合でも減点は行わない

Ｈ30年度 発注者指定方式
受注者希望方式

　同左

　同左

　・現場閉所状況に応じて、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費

を補正し、請負代金額を変更

　　             【4週8休≦】  【4週7休≦＞4週8休】  【4週6休≦＞4週7休】

■Ｈ３０年度の取り組み（北陸地整） 【H30.5.21】
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発注見通しの統合化の推進発注見通しの統合化の推進



（発注や施工時期等の平準化）

地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等（以下「地域発注者協議会等」と
いう。）を通じて、各発注者が連携し、発注者の取組や地域の実情等を踏まえ、発注見通しについて地区単位等で統合し
て公表するよう努める。また、債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、工事完成時期の年度
末への集中を避けることなど予算執行上の工夫や、建設資材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕
期間の設定といった契約上の工夫等を行うとともに、工事の性格、地域の実情、自然条件、週休２日の確保等による不稼
働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化に努める。

発注見通しについて地区単位等で統合して公表

各発注機関それぞれで公表している発注見通しを統合して公表すること等により、受注者が技術者・技能者の配置等を
計画的に行いやすい環境を整えることができる。

国土交通省をはじめ国の機関・都道府県等の発注見通しについてはポータルサイトにより、共有化されている。
また、一部発注者においては、発注見通しの更新頻度を高める取組を実施されている（例えば、国土交通省では四半期
毎に発注見通しを更新）。

特に、東北地方においては、技術者・技能者の配置等を行いやすい環境を整備するため、東北地方整備局や東北農政
局等の国の機関及び県や市等の地方公共団体は、建設業者が発注見通しの全容を把握できるように、平成25 年11 月
から各機関の発注見通し（発注時期、予定工期、工種、事業規模、施工場所）を統合して地区毎に公表されている。

【運用指針本文】

【解説】

発注見通しの統合（品確法運用指針）
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発注機関の多くはインターネットで発注見通しを公表。
公表は発注機関毎（各地域の局・事務所単位）で実施。
公表内容・公表（更新）時期も発注機関で異なっている。

→ 一元的な情報把握が難しく、地域単位での発注予定
を把握する場合、時間と手間を要している。

地域の担い手である建設企業にとっても地元地域の
発注予定全体が容易に閲覧でき、計画的な技術者の
配置や資機材の調達を踏まえた入札参加の検討が可
能となる。（発注者として企業の生産性向上も支援）

【これまで】

【受注者のメリット】

発注見通しの統合（メリット）

県国

受注者

○○市

○○市

○○町

当該地区内の発注状
況を一覧表示

各発注機関の発注見通し状況を機関毎に
HP等で適宜確認

受注者

一元化情報

「統合版」より、地域単位での発注予定を
把握、一元的な情報把握が可能。

地区単位等で統合することで、発注者として地区毎の
公共工事の発注状況が容易に確認でき、平準化検討
の参考となる。

【発注者のメリット】
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H28.12 「発注見通しの統合」試行開始 （ 市町村（16） ）
【アンケート調査の実施（実態把握）】
・各市町村毎に「発注見通しの公表」を実施。
・各発注機関において、入札契約適正化法施行令に基づく公表項目をすべて公表。

①工事の名称、②工事の場所、③工事の期間、④工事種別、⑤工事の概要、⑥入札及び契約の方法、⑦入札予定時期

【公表頻度】
• 統合参画の準備のできた発注機関から１回／四半期の更新頻度で公表。
• 試行版は、４月、７月、１０月、１月の公表タイミングをにらみ、各月末までには北陸地整HPにて公表。

【公表様式の統一】
• 公表様式の統一の運用に向けて検討。

※ H29.11 「発注見通しの統合」についての意見照会を実施。
(提供できるデータの種類及び内容（工事種別、発注担当課部局など）、課題などについてアンケート）
→ 公表する内容（項目）は、ほぼ同様のため、様式統一化への移行がしやすい。
→ 東北、中部、九州地整の事例を参考にして統一様式の運用方法を検討。（H30検討継続）

【参画機関の拡大】
• H30年度第1四半期の発注見通しにおいて試行拡大（H30.5より、27／63市町村）。

【様式のとりまとめ方法】（統一様式を定めるまでの当面の措置）
• 現在、各機関が個々に公表している情報の電子データを事務局（北陸地方整備局）に送付。
• 本格運用時には、統一様式を定めて市町村、県、出先機関等から直接データを事務局に送付。

※送付データはExcelかCSV形式のもの →   データの取り違いや写し間違いなどを防ぐ。

H28

H29

H30目標

H29～ 「発注見通しの統合」試行を拡大

各発注機関の発注見通しの統合化（公表）を目指す。

【試行開始】
・準備のできた発注機関から対象地域の「発注見通しの統合」を公表。（北陸地整HPにて運用開始）

発注見通しの統合 （今後の方向性）
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【現時点の統合地域（H30.5時点）】
• １政令市、２２市、４町村を施工場所とする地域を統合公表）

（新潟県）１政令市、６市、１町村 （富山県）７市、２町村 （石川県）９市、１町

※ なお、協議会員以外の発注機関（大阪航空局、東京航空局、近畿中部防衛局、北関東防衛局）も参画。

発注見通しの統合（HP・現在）
http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/burokkukouhyou/hacchu/hacchu.html

H30年5月～

（1/3）
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http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/burokkukouhyou/hacchu/hacchu.html （2/3）

発注見通しの統合（HP・現在）

H30年5月～
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http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/burokkukouhyou/hacchu/hacchu.html （3/3）

H30年5月～

発注見通しの統合（HP・現在）
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発注見通しの統合（本格運用時のHP・素案）

H30年○月～（イメージ）
現 在

「○○県」を
クリック

（市町村単位の公表）
（地区単位の公表）

例）新潟県

各県の土木事
務所の所管市
町村単位で地
区を設定
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発注見通しの統合（本格運用時のHP・素案）

例）富山県 例）石川県
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